
船舶事故調査報告書 

平成２９年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年７月１６日 １６時４５分ごろ 

発生場所 京都府宮津市宮津港第２区 

 宮津港杉ノ末防波堤灯台から真方位３３６°１,１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３３.１′ 東経１３５°１１.３′） 

事故の概要  水上オートバイSANKOU
サ ン コ ウ

- S D
エスディー

は、南進中、北進中の観光船TOMCAT
トムキャット

 

AERO
エ ア ロ

に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年７月３１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 観光船 TOMCAT AERO、５トン未満 

   ２３１－８２１１京都、個人所有    

Ｂ 水上オートバイ SANKOU-SD、０.２トン 

   ２４０－６１５５７奈良、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に破口及び擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、旅客４人を乗せて北進してい

た。 

船長Ａは、左舷前方にＡ船と左舷を対して通過する態勢で反航する

Ｂ船を認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、至近に近づいたＢ船が左に急旋回するのを認

め、すぐに機関を後進にかけたものの、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、１人で乗り組み、家族１人を乗せて南進してい

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、同乗者及び波の様子を見ながら航行し、波を乗

り越えようとして左にハンドルを切ったところ、Ａ船に衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、左舷を対して通過する態勢で反航していたＢ船

が至近で左に急旋回するのを認め、すぐに機関を後進にかけたもの

の、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、同乗者及び波の様子を見ることに注意を向け、

周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付かずに



左にハンドルを切り、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が南進中、船長Ｂが、周囲の見張り

を適切に行っていなかったため、Ａ船に気付かずに左にハンドルを切

り、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲の状況を確認してから針路を変更すること。  


